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4つのカンファレンステーマの共通点
将来の税制への影響

2023年11月1日

中里実、東京大学名誉教授

4つのカンファレンステーマの共通点
将来の税制への影響

中里実 東京大学名誉教授



租税法における４つの重要なトピックに共通する特徴とそれらが
世界的に税制の将来に与える影響について、お話をいたします。
トピックは、
国際取引における源泉徴収税
環境問題に関する税制
タックスコンプライアンス
デジタル課税 Pillar 2

概要

議論すべき4つのトピックを簡略に紹介

税制における、これらのトピックの重要性を
説明

I. はじめに



源泉徴収税
定義と目的
世界の現状
将来の方向性 導入拡大や脱税防止のための国際協力の強化等
将来の源泉徴収税を形成するデジタル取引の役割

II. 国際取引における源泉徴収税

税制と環境問題の関連性
炭素税などの環境課税政策の例示
環境税制の将来の方向性
地球環境問題に対処するための政策の拡大、各国間の協力強化等
持続可能な技術の採用を促進する税制優遇措置の利用

III. 環境問題に関する税制



タックスコンプライアンス強化の重要性
タックスコンプライアンス強化のための戦略
教育、法制化、技術的進歩等
将来の方向性
プロセスの合理化、コンプライアンス違反のリスク軽減のためのテ
クノロジー活用の拡大等
将来のタックスコンプライアンス形成における人工知能とブロック
チェーンの役割を強調

IV. タックスコンプライアンスについて

デジタル課税

• 定義と目的
世界の課税政策の現状
将来の方向性
多国籍デジタル企業による租税回避の防止のため、更なる国際協力の

強化、課税範囲の拡大等
グローバル・ミニマム課税の推移とデジタル課税への多角的アプローチ
の採用

V. デジタル課税 Pillar 2



プレゼンテーションの要点

世界の租税政策の将来における、これらのトピック
の重要性

VI. おわりに

我々は国際租税法の真の国際化を目の当たりにしている。かつての国
際租税法は、外国企業への課税に主眼が置かれていたため、極めて
国内的なものであった。

しかし、現在は世界中の国際機関や専門家が情熱を持って広く関与し
ている。もはやこの分野で孤立している国はない。

おわりに：トピックの概要



2015年の大阪会議では、フランス語でプレゼン
テーションを行いました。今日はフランス語で結び
としたいと思います。

Voici le résumé de ce que je voudrais exprimer au début de cette
conférence. J'espère que tous les rapporteurs et les panélistes engageront
des discussions fructueuses sur les quatre sujets énumérés aujourd'hui.

Ayons des discussions animées et passionnées.

（以上が、このカンファレンスの冒頭にあたり申し上げ
たいことの概要です。スピーカーの皆さんには、今日挙
げた4つのトピック（又はテーマ）について生産的な議論
をしていただきたいと思います。

活発で熱い議論をしましょう。



セッション１
デジタルタックス／Pillar 2



デジタル課税 BEPS2.0第２の柱Pillar 2
小出一成

日本税理士会連合会

2023年11月1日

はじめに、本日を迎えるにあたり事務局をはじめ御尽力くだ
さったすべての方に心から感謝申し上げます。

本会議の直前に逝去された東京税理士会国際部
長相澤康晴先生の本会議開催に至るまで情熱、
実行力とリーダーシップ、そして来場する皆様
へのおもてなしの心なくして今日本会議は迎え
られなかったと確信し、心から感謝を表明する
と共にご冥福をお祈り申し上げます。



1. BEPS2.0 Pillar 2の重要性
2. BEPS2.0 Pillar 2導入後の影響について
3つの大きな変革

1.税務ガバナンス体制構築の重要性
2. M&A 実務が変わる、SPAの重要性がこれまで以上に増加する
3.税務DX（Digital Transformation）
税務データマネジメントの重要性が高まる

本日お話したいこと

BEPS2.0 Pillar 2の重要性
日本税理士会連合会

小出一成



• BEPS2.0とは、「法令遵守（コンプライアンス）」です。

• BEPS1.0は移転価格税制の文書化（MF/LF/CbCR）、企業の適時申告に基づく、
税務当局間の情報交換を見据えた税務アドバイザリーが主流でした。

• これまで、国際租税の分野では「税金が国境を超えること」はありませんでしたが、
BEPS2.0導入後は、「各国税務当局が、企業の法人税申告や国別報告書などの
自主申告に基づく課税権の行使する時代は終焉し、前代未聞の世界的な基準に基づく
申告納税と徴税権の行使が行われる」ことになります。

• 日本におけるPillar 2（IIR）の施行日は2024年4月1日です。

なぜBEPS2.0 Pillar 2が重要なのか

• BEPS2.0 Pillar 2の課題と税務専門家が果たす役割とは

• OECDおよび各国の立法担当者は「会計監査および適時開示に関する豊富な実務知識をなくして、
会計上の数値を使って、それぞれの設立準拠国において画一的な課税を行うこと」に
実務上の実行可能性と執行上の課題があります。

• つまり、BEPS 2.0の国別の実効税率の計算はとても複雑であり、
企業は税務専門家に頼らなければ、Pillar 2の税金計算を完遂することができません。
企業におけるCFO Agendaに留まらず、株式市場への信頼を揺るがしかねない
重要なAgendaといえます。

• 我々税務専門家の果たす役割は非常に大きく、その成否は我々の双肩に掛かっているといっても
過言ではありません。企業そして立法担当者とタッグを組み、
BEPS 2.0 Pillar 2の導入を成功に導きましょう。

BEPS 2.0 Pillar 2導入後の税務専門家の役割をどのようにお考えですか



BEPS2.0 Pillar 2法制化のプロセス

BEPS2.0 Pillar 2（所得合算ルール）は、令和5年度税制改正で所得合算ルール（IIR）が法制化し、2024年4月1日以後に
開始する対象会計年度から適用開始の予定です。今後アジア地域でも法制化が進み、長い旅が始まります。

2022年
（令和4）

2023年
（令和5）

2024年
（令和6）

2025年
（令和7）

2026年
（令和8）

IIR
Income Inclusion Rule
所得合算ルール 外国に所在する

法人等が稼得する
所得を基に
課税する仕組みUTPR

Undertaxed Profits Rule
軽課税所得ルール

QDMTT
Qualified Domestic Minimum 
Top-up Tax
適格国内ミニマムトップアップ税

内国法人等が
稼得する所得を
基に課税する
仕組み

JCFC 外国子会社
合算税制

税制改正・法制化
2023年3月 適用開始:2024年4月1日以後に開始する「対象会計年度」

早ければ
税制改正・法制化
2024年3月

早ければ
税制改正・法制化
2024年3月

税制改正・法制化
2023年3月

免除税率30 ➡ 27％
添付書類要件の緩和
免除税率30 ➡ 27％
添付書類要件の緩和

適用開始:2024年4月1日以後に開始する「事業年度」

全世界共通の「GloBEルール」の国内法制化のポイントは3つです

軽課税国の子会社等に係る国別
実効税率と基準税率15％の差に
基づき算定された国際最低課税額
を法人税および地方法人税として
課税

内国法人等が稼得する所得を基に、
国別実効税率と基準税率15％の
差を日本で課税

IIRによる課税が十分に実施できない
場合経済実体がある関係会社等
の所在国で課税

01
IIR

所得合算ルール

01
IIR

所得合算ルール

03
QDMTT
適格国内ミニマム
トップアップ税

03
QDMTT
適格国内ミニマム
トップアップ税

02
UTPR

軽課税所得ルール

02
UTPR

軽課税所得ルール

2023年度税制改正 2024年度税制改正以降



所得合算ルールとは、軽課税国に所在する子会社等に係る所得について
国別実効税率15％の差分を、親会社で法人税として課税を行うルールです

子会社2の所得につき
基準税率まで課税

軽課税国

日本

A国 B国

親会社

子会社2

IIR
導入後

特定多国籍企業グループ等に属する
構成会社等である親会社が納税義務者
最終親会社の連結財務諸表上の
連結子会社が適用対象
（非連結子会社・支店等を含む）
国・地域別に実効税率を計算
軽課税かどうかの判断は
基準税率15％未満かどうか
軽課税国の所得計算では実質ベースの
所得除外規定あり

POINTPOINT

子会社1

これは、所得合算ルールの税額計算イメージとなります。
連結売上高が7億5,000万ユーロ以上の多国籍企業グループに適用されます

計算イメージ

0
1

国別にETRの計算を行い、最低税率未満の
税率差を算出（トップアップ税率）

0
2

国別の所得*にトップアップ税率を乗じ、
トップアップ税額を算出する

0
3

トップアップ税額を各構成事業体に配分し、
IIR・UTPRに従い課税

* 軽課税国に所在するグループ会社の損益を合計した所得から実体ベースのカーブアウト額を
控除した残額（「超過利益」）

軽課税国の
実効税率
（ETR）

税率

親会社等の
法人税率

最低税率
（15%）

GloBEルール

15%まで
上乗せ

（トップアップ課税）

CFC税制（参考）



税額控除（適格還付可能税額控除を除く）は調整後対象税金を減少させ、その結果、ETRを減少させる

実効税率（ETR）は国・地域ごとに計算します。
同じ国・地域に複数事業体がある場合、分子も分母も合計額となるため
非常に煩雑な作業となります

※1 その国・地域に所在するすべての構成会社等に係る個別計算所得金額の合計額から、その国・地域に所在するすべての構成会社等に係る個別計算損失金額を控除した残額をいう。

国別
実効税率

国別調整後対象租税額
Adjusted Covered Taxes 

国別グループ純所得の金額
Net GloBE Income※1

1）財務会計上の当期税金費用
2） +/- 一時差異等の調整
3）+/- CFC税、分配税等の配分
4）+/- 申告後の一定の調整

1）財務会計上の純利益・損失
2）+/- GloBEルール上の調整
3）+/- 恒久的施設、フロー・スルー
事業体等への配分

POINTPOINT

準備はできていますか？所得合算ルールには6つのステップがあります。
成功のポイントは、このステップを短時間で完成させることです。

1）トップアップ税の計算
（軽課税国・地域別）

i. 各軽課税国
（ETR＜15％）に対する
トップアップ税率の算出

ii. 所在地国・地域の
超過利益に対する
トップアップ税率の適用

i i i .過年度の対象税金
またはGloBE損益の
調整により生じる当年度
追加トップアップ税の計算

iv. 適格国内ミニマムトップ
アップ税制に基づき課税
された現地税額（国内トップ
アップ税）の控除

2）トップアップ税の計算
（構成事業体への配分）

トップアップ税の
計算4

1）適用閾値の判定
2）構成事業体と
最終親会社の特定

3）除外事業体の特定と
除去

4）各構成事業体の
所在地国・地域の
特定

対象となる
事業体の特定1

1）財務会計上の純損益の
決定 （単体）

2）GloBEルール上の調整
3）オプション調整の検討
4）恒久的施設または
フロー・スルー事業体の
配分（必要に応じて）

ETR計算
（分母）2

1）対象税金の特定
2）一時差異および
過年度の損失に対する
対象税金の調整

3）対象税金の配分
（必要に応じて）

4）申告後の一定の調整

ETR計算
（分子）3

1）IIR
i. IIRに基づくトップアップ税の
納税義務者である
親会社の特定

ii. IIRに基づいて親会社が
支払うトップアップ税の額の
決定

2）UTPR
i. UTPRに基づいて
配分可能な残りの
金額がある場合は、
その金額の特定

ii. UTPR適用域への
残留トップアップ税の
配分および
各国・地域での課税

トップアップ税の
割当5 税金計算

申告業務6

1）申告事業体の特定
（各構成事業体、指定
現地事業体、最終親会社、
指定申告事業体）

2）報告すべき情報の収集
3）未払税額計算、
繰延税金計算、
会計報告

4）報告会計年度終了後
15ヵ月以内に、
所在地国・地域の
税務当局にGloBE情報
申告書の提出



想像できますか？各子会社の連結情報を単純合算するのではなく、GloBEルールの税金計算項目
を切り出し、各要素の調整計算を行い、国・地域ごとに合計して、ETRの分子分母を計算します

これでようやく1ヵ国・地域の
GloBEルール税金計算が

可能に

さらに、国・地域ごとに同じ調整計算を行い、正確に税額の計算をしなければなりません



BEPS 2.0 Pillar 2 導入後の影響とは
日本税理士会連合会

小出一成

BEPS2.0 Pillar 2が導入されると

1 税務ガバナンス体制構築が必須となる

2
M&A実務が変わる SPAの重要性が
これまで以上に増加する

3
税務DX（Digital Transformation）
税務データマネジメントの重要性が増加する



会計監査および適時開示に備えるため、
短期間でPillar 2税額計算を終えないといけない。

3月31日
決算日

4月X日
決算数値確定日

4月X日＋1～3日
監査開始日

この期間内に
さっきの計算を終えないといけない

厳しいタイムラインを乗り越えていくためにも、
税務ガバナンス体制の構築に着手する必要があります。

2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q

日本

GloBE GloBE情報申告書作成GloBE ETR、
トップアップ税額の算定

GloBEルール
対象事業体選定

パートナーシップ、
私募投信等の
詳細情報収集

• 国内法改正（2023年税制改正）の
検討・分析

• タックスヘイブン対策税制も変更の可能性

海外税務部門を含めたグループ内説明会の
実施

四半期決算での税効果会計、
未払法人税等の計上について検討が必要

決算反映 申告期限 決算反映 申告期限

申告期限
（期末から18ヵ月）
※次年度から15ヵ月

日本の税務部門との情報連携

情報収集
フェーズ

検討・分析
合算金額算出

税務申告書
作成

税額へ影響

日本の税務部門との情報連携

情報収集
フェーズ

検討・分析
合算金額算出

税務申告書
作成



税務専門家の活用
税務業務のアウトソース

企業しかできない税務業務

日系企業の税務ガバナンスを変えていくためには、
経営陣のマインドセットの変革が重要と考えます

現在 目指すべき税務部門

5%

15%

80%

50%

30%

20%

税務ガバナンス

税務マネジメント

税務
コンプライアンス

税務業務のおける意思決定

企業の税務部門は「事業」へ

税務コンプライアンス業務の事務負担が大きく
他の業務に手が回らなくなることも

主な業務

戦略

予算

統制

事業としての税務戦略の実践、M&Aストラクチャリングへの関与、
グループ中期経営計画の策定
連結実効税率、法人実効税率の予算化、
税務情報の入手と年次税務予算の試算
グループ税務ポリシーの実践、連結実効税率、
グループガバナンス、統合リスク管理

管理

情報

グループ税務ポリシーの作成、グループ税務ガバナンス、
税務リスク管理、税務マネジメント体制

グループ各社の税務申告、税務ポジション、税務リスク、情報管理

計算

TP文書化

税務申告

月次、四半期、年次未払法人税額、繰延税金資産、
繰延税金負債の計算、決算開示
マスターファイル、国別報告書、ローカルファイル
文書化、税務当局への提出
連結法人税申告、法人税申告、消費税申告、
法人事業税・住民税申告、事業所税申告、印紙税、各種税務申告 等

税務ガバナンス
税務戦略実行

税務
マネジメント

税務
コンプライアンス

リソースが限定され、税務コンプライアンス業務の事務負担がますます大きく、ほかに手が回らない

税務業務の階層化



BEPS2.0 Pillar 2が導入されると

1 税務ガバナンス体制構築が必須となる

2
M&A実務が変わる SPAの重要性が
これまで以上の増加する

3
税務DX（Digital Transformation）
税務データマネジメントの重要性が増加する

IIR等の納税義務・税務リスクの引継ぎ

税務DDの限界／SPAの重要性

買収による国・地域単位の実効税率への影響
– バリュエーションにおける考慮
– 買収後の事務負担

BEPS2.0
Pillar 2

M&Aにおける論点

M&Aの実務が変わる



M＆Aが変わるインを乗り越えていくためにも、
DDにおける納税義務・財務リスクの事前確認が重要

論点

•買収前の会計年度で生じた国際最低課税額（トップ
アップ税）は、引き続き、T Coが納税義務を負う。

• ターゲット会社が、適格国内ミニマムトップアップ税
（QDMTT：Qualified Domestic Minimum Top-up
Tax）の納税義務を負っている可能性がある。

軽課税構成事業体

買い手
（最終親会社）

T Co

100%

100%

B CoA Co
100%

既存株主
（複数）

T Co
（最終親会社）

100%

B CoA Co
100%

T Co 株式取得

【IIR適用】
納税義務者

軽 軽 軽 軽

【買収後ストラクチャー】

買収対象

【買収前ストラクチャー】

買収前のIIR申告納税、QDMTT申告納税は
適切に行われているか？
買収直前年度のトップアップ税が適切に
財務諸表に反映されているか？
買収直前年度のQDMTTは、
買収後にA Hold Coが計算する
税務調査の際の協力義務

POINTPOINT

100%

【IIR適用】
納税義務者

買収後の実効税率への影響を考慮しなければならない

翌期予測
所得 600

税金費用 30
実効税率 5%

トップアップ税 課税なし
（多国籍企業グループに非該当）

翌期予測
所得 300

税金費用 60
実効税率 20%

トップアップ税 課税なし
（15%以上）

買収後合計
所得 900

税金費用 90
実効税率 10%

トップアップ税 45
（900×（15%-10%））

買い手は、買収により発生し得るトップアップ税を、
バリュエーションに織り込む必要がある
トップアップ税の課税分、買い手グループにおって、
ターゲット会社の買収効果は下がる

POINTPOINT

【買収前：ターゲット会社（X国合計）】

【買収前：買い手グループ（X国合計）】 【買収後：買い手グループ（X国合計）】



税務DDの限界／SPAの重要性

税務DDの限界
M&Aの限られた時間軸のなかで、
どこまで税務DDが可能か
そもそも、情報が開示されるか

SPAの重要性が高まる

BEPS2.0 Pillar 2が導入されると

1 税務ガバナンス体制構築が必須となる

2 M&A実務が変わる

3
税務DX（Digital Transformation）
税務データマネジメントの重要性



税務DXと税務データマネジメントの重要性
データ活用とGloBE情報申告書の作成プロセス

グローバルな一貫性
Global Consistency

継続的改善
Continuous Improvement

リアルタイムの可視性
Real-time Visibility

柔軟性と拡張性
Flexibility and Scalability

現地の専門知識
Local Expertise

一元化（地方分権型から中央集権型へ）
Centralization

標準化と自動化
Standardization and Automation

税務DXと税務データマネジメントの重要性
税務データ活用とBEPS2.0 Pillar 2システムの課題とは



クライアントの
ローカル・チーム 税務専門家 税務専門家 税務担当部署 税務専門家 クライアント

• 全体的なデータの整合性
• 重要な取引情報
• アカウントレベルの
アクティビティ

• 固定資産の詳細
• ソーシング・データ
• 構造化されたデータソース
• 構造化されていない
データソース

• データ要件の特定
• データソースの特定

TB
GL分析
非財務データ
サードパーティからのデータ

•標準化されたフォーマットと
テンプレート（データパック）

• データパックへのマッピング

• 確定申告書の作成と
レビュー

• 提起され解決されたビジネス
に関する質問

• 現地の知識と経験に基づく
テクニカルなインプット

• リスクベースのアプローチ
• ハイライトメモ
• 主要なリスクとオポチュニティー
および分析の要約

• 税務当局の傾向を反映
したアドバイス

• 重要でテクニカルな点の
最終承認

• 主要な取引の税分析
• 税務当局との関係と管理
• 主要な利害関係者への
報告

• 事業分析と判断
• 確定申告のレビューと
承認

• 確定申告書のファイリング／
ファイナライズ

• XBRLとeファイリング
• 定期的な税務当局の
問合せ対応

• 税務当局が問合せ対応
• 税務リスクと監査の透明性
と管理

税務DXと税務データマネジメントの重要性
データ活用と税務専門家の役割の重要性

PMOによるプロジェクト管理、ガバナンス、およびコーディネーション

データの所有権 作成とレビューデータの抽出と分析 ファイリング重要な論点 ポスト・ファイリング

税務専門家の果たす役割は
非常に大きい

税務DXと税務データマネジメントの重要性
税務データマネジメントとBEPS2.0 Pillar 2システムイメージ

Tax Payments Tax Position VAT Analytics

Country by country reporting BEPS ModellingOperational Transfer Pricing



国際租税の分野では「税金が国境を超えること」はありませんでしたが、
BEPS2.0導入後は、「各国税務当局が、企業の法人税申告や国別報告書などの
自主申告に基づく課税権の行使する時代は終焉します

BEPS 2.0 導入後の大きな３つの変革とは

1.税務ガバナンス
2. M&A 実務の変革
3.税務DX（digitalization）と税務データマネジメントの重要性

我々税務専門家の果たす役割は非常に大きいです。是非、皆様一緒に手を合わせて
BEPS 2.0 Pillar 2の導入を成功に導きましょう

結論



セッション１: デジタル課税、第２の柱

ポール・ラウ、シンガポール税理士会

2023年11月1日

28年以上の税務経験を有するポール・ラウは、PricewaterhouseCoopers (PwC) Singaporeの税務
担当パートナーであり、シンガポール税理士会 税務および課税委員会（Tax and Levies Committee）の
委員長も務めている。

これまでに、税務リスク管理やガバナンスフレームワーク、合併買収、企業再編、資産流動化、キャピタルマー
ケット金融商品、みなし外国税額控除、不動産金融、移転価格等に関するアドバイスをクライアントに提供する
など、豊富な税務経験を有する。

PwC Singaporeでは、金融税務担当パートナーを務めるとともに、税務実務・政策（Tax Technical and 
Policy）ユニットを率い、税法の解釈において社内の指針となっている。また、PwCの国際金融サービス移転
価格ネットワークのメンバーとして、クロスボーダー取引を構築する銀行や投資ファンド、財務センター向けに、
税務や移転価格に関するアドバイスを提供している。

さらに、オランダを拠点とするIBFD（International Bureau of Fiscal Documentation）が発行する
『Derivatives and Financial Instruments（デリバティブと金融商品）』の編集委員を務めたほか、シン
ガポールにおける堅牢で活気あるタックスエコシステム構築方法を検討するための業界主導グループ、
STEPS（The Study of the Tax Ecosystem and Practices in Singapore）実行委員会にも参加
した。シンガポール勅許会計士資格における税務科目も免除に関して、シンガポール会計委員会
（Singapore Accountancy Commission）の独立審査員も務め、現在第3版まで発行されている参考書
『The Law and Practice of Singapore Income Tax（シンガポール所得税の法令と実務）』の著者の
１人でもある。

シンガポールの南洋理工大学で会計学士号を取得し、オーストラリアのシドニー大学で租税法の修士号を取得
している。

ポール・ラウ
税理士（ATA：
Accredited Tax 
Advisor）（所得税）

シンガポール税理士会



要約

• シンガポールは、OECD/G20の「税源浸食と利益移転に関する包括的枠組み（BEPS）」プロ
ジェクトに参加 -法域間の公平な競争条件を求める

• 世界的な動きに対応して、シンガポールは: 
- 2025年1月1日以降に開始する会計年度を対象としたGloBEルールと国内トップアップ税制
（DTT）の導入を予定；

- 優遇税制を維持する；
- 競争力を維持するため、人材、インフラ、ビジネス環境への投資を継続する。

• 課税対象ルール(STTR)は、シンガポールの当事者との特定の国境を越えた対象取引について、
発展途上国に追加的な課税権を与えるものである。

• 企業には以下のことが求められる：
- 国内トップアップ税（IIR か DTT かを問わない）の影響を含む現行の税制及び STTR に基
づく追加的な源泉国課税権との相互作用を考慮する；

- ピアレビューや情報交換の増加により、多国籍企業の税務に関する監視が強化されるこ
とを予測すること。

第２の柱に関するシンガポールの状況
最近の動向と課題



OECD/ G20 BEPS包摂的枠組み

5

第1の柱（Pillar 1） 第2の柱（Pillar 1）

利益A

• 市場国への新たな課税権
の配分

• 2025年1月1日より、総
売上高が200億ユーロ超
の多国籍企業に適用（７＋
１年後に100憶ユーロ超）

• 移転価格（TP）に加えて適
用

• 税引前利益率が10％を超
過する利益の25％を市
場国に配分

• 多国間条約（MLC）を通し
て適用される予定。デジタ
ルサービス税（DST）は、
クリティカルマスを形成す
る国の支持があればモラ
トリアムで合意

利益B

• 新たな移転価格ルール

• 非コモディティ商品の第
三者への一定の販売活
動について、リターンを
規定

• 2024年1月1日より実
施

• 改訂されたOECD移転
価格ガイドラインを通し
て適用される

• コンサルテーションは
2023年9月1日に締め
切られた

GloBE（グローバルな税源浸食
防止ルール）

• グローバルミニマム課税

• 国別ブレンディングの実効税
率が15％未満である場合に、
超過利益（以下に定義）に対
して適用

• IIR（Income Inclusion 
Rule：所得合算ルール）は、
2024年1月1日より適用
（国によって開始日が異な
る）

• UTPR（Undertaxed 
Payments Rule：軽課税
支払ルール）は、2025年1
月1日より適用

• 暫定的なセーフハーバー・
ルールが適用される（UTPR
を含む）

• 国内トップアップ税

STTR（租税条約特典否認ルー
ル）

• 源泉地国の課税対象とな
る収入源の拡大

• 受益者への課税が名目税
率9％未満であった場合に
適用される

• GloBEに優先して適用さ
れ、対象租税として扱われ
る

• ２国間の協定または多国間
条約により実施

シンガポールの立場

• シンガポールの立場：

- 国際的に合意された基準に従う

- 自国の課税権を保護

- 企業のコンプライアンス負担を最小化

• シンガポールはOECD/ G20 BEPSプロジェクトの包摂的枠組みに参加：

- 多国間合意に基づくアプローチと国際協力を支持

- 課税管轄地域間の公平な競争の場を模索

• 企業の過度なコンプライアンス負担を回避するため、シンガポールは：

- 自国のGloBEルールおよび国内ミニマムトップアップ税（DTT）の設計にあたって、
モデル規則および執行ガイダンスを精査し、

- QDMTTセーフハーバー要件を満たす形でDTTを導入すると見込まれる



シンガポールの立場

• シンガポールは優遇税制を継続し、引き続き、人材、インフラ、ビジネス環境に投資するこ
とで競争力を維持する

• 「BEPS 2.0がもたらす法人税収の増加は・・・シンガポールの競争力拡大のために再投
資する必要がある」ー財務省2022年度予算案 BEPSについての説明資料
（https://www.mof.gov.sg/docs/default-source/policies/beps-2-
infographic.pdf）

• 国家生産性基金（NPF）について、投資誘致を支援対象へ追加するため、追加拠出を行
う－2023年度予算案
（https://www.mof.gov.sg/docs/librariesprovider3/budget2023/dow
nload/pdf/fy2023_budget_statement.pdf)

最近の動向

• 2022年度予算案において、シンガポールは：

- 第2の柱 GloBEルールに対応した税制改正を行い、

- トップアップ税（ミニマム実効税率〔METR〕）の導入を模索すると発表

• IRASとシンガポール勅許税理士会（SCTP）などの専門家らによる共同研究グループを
設置し、METR（現在はDTTとして知られている）の仕組みについて研究

• 影響を受ける企業や業界団体との協議



最近の動向

• 2023年度予算案に示されるとおり、シンガポールは：

- 2025年1月1日から始まる会計年度より、対象事業について、GloBEルールおよび
国内トップアップ税（DTT）を導入し、

- 優遇税制を継続し、

- 特定の譲許税率について見直す見込みである。たとえば、金融セクター・インセンティ
ブ (FSI) スキームの適用を受けるものなど

• 当局によるパブリックアウトリーチ－業界（SCTPを含む）と協力し、企業に税務の最新情
報を提供

• 法案のパブリックコンサルテーションを実施する見込み

STTR（租税条約特典否認ルール）

• 受領者の名目法人税率が9%未満の場合に、源泉地国が、特定のグループ内支払いに
対して追加の納税義務を課すことを認める

• 対象となる所得－利子、ロイヤルティー、サービスフィーなど（配当は除外）、グループ
／「関連者」間の支払い

• 条約ベースのルール－多国間条約または二国間租税条約の改正により、2023年10
月から導入予定



STTR－例外と閾値

• 特定の受領者の除外－主に投資収益を創出するために非関連者の資金を投資することを
目的とする事業体または取引。ただし、事業体／取引またはそのマネージャーが規制の対
象である場合に限られる

• 重要性の閾値－年間対象所得総額が100万ユーロ未満（2つの国・地域のうち小規模な方
のGDPが400億ユーロ未満の場合は25万ユーロ未満）

• マークアップの閾値－STTRは、利子・使用料以外の支払で、コストプラス8.5%以下の対
象所得には適用されない

コストプラ
ス8.5％

対象所得

100万ユーロ
（または25万ユーロ）

STTR－優遇税制との関係

会社A
（シンガポール）

会社B
（X国）

例1：源泉地国への新たな課税権の付与

前提

• シンガポールとX国との間の租税条約にはSTTRが含まれており、
重要性の閾値を超えている

• 会社AとBは「関連者」である

• 会社Aは、対象所得に対して8%の軽減税率を適用する認定ファ
イナンス＆トレジャリーセンターに対する税制優遇制度を適用さ
れている

STTRの運用

シンガポールとX国との間の租税条約において、源泉地国での利子
の源泉所得税控除が規定されておらず、

会社Aが当該利子に対して支払う所得税が8％である場合、

会社Aは、STTRのリターンを申告し、X国に（最大1％）の差額の支
払をしなければならない

利子の支払

会社Bへの
融資



課題－繰り返し議論されるテーマ

• データ要件とERPアップグレードのタイミング

• ルールの複雑性と新たな執行ガイダンスについての説明の必要性

• 合併・買収への影響

• 共通のアプローチにも関わらず、国・地域による解釈／導入が異なる

• 相互関係：

- 移転価格と恒久的施設

- 第1の柱と利益A、および

- STTR

シンガポール固有の課題

• 株主構成と少数株主持分

• 優遇税制と経済的コミットメント

• 法人所得税制との関係 例：キャピタルゲインと外国所得

• 複数の一連の記録がさまざまな申告要件を満たさなければならない

• 2025年より開始予定－2024年からGloBEルールを適用する国で事業を行う多国籍
企業のGIR（GloBE情報申告）についての考慮

• 外国直接投資（FDI）誘致の競争力：

- 優遇税制による経済的利益が減少してもFDI誘致の競争力を維持

- 租税条約ネットワークによる競争力とSTTRを踏まえた自国の優遇税制との相互
作用



Thank you




